
令和８年７月９日(木)～７月１０日(金)

長岡建設会館

〒940-0857　長岡市沖田３丁目２８番地

〒940-0857　長岡市沖田３丁目２８番地

建設業労働災害防止協会　新潟県支部　長岡分会

TEL　0258-32-0616　　FAX　0258-36-8687

令和８年６月１５日(月)～６月２６日(金)まで（必着）

第四北越銀行　長岡駅東支店　普通預金　NO.１０６５５５５

建設業労働災害防止協会　長岡分会長　本田　浩太

※振込手数料はご負担くださいますようお願いいたします。



1. 21 歳以上であって、足場の組立て、解体又は変更に関する作業に３年以上従事した経験を有する者 
2. 大学、高専、高校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業し、その後２年以上足場の組立て等

の作業経験を有する者 
3. その他厚生労働大臣が定める者  

建築等の職業訓練を修了し、その後２年以上足場の組立て等の作業経験のある者（足場の組立て等作
業主任者技能講習規程第１条の資格を有する者） 

講習対象別 
 
 
 
講習内容 
及び時間 

全 科 目 
受 講 者 

イ 一部免除受講者 

1.  職業能力開発促進法又は改正前の職業訓練法に基
づく養成訓練のうち、とび科の訓練を修了した者 

2.  職業能力開発促進法又は改正前の職業訓練法に基
づく検定職種のうち、とびに係る１級又は２級の技
能検定に合格した者 

第
一
日 

専 門 知 識 
(9:00〜17:05) ７時間                          

第
二
日 

関 連 知 識 
(9:00〜12:10) ３時間                          

教 育 ・ 指 導 
(12:50〜14:20) 1.5 時間  1.5 時間 

関 係 法 令 
(14:30〜16:00) 1.5 時間  1.5 時間 

受 講 料(消費税込) 16,375 円 13,075 円 

テキスト代(消費税込) 1,925 円 

・講習終了後、インボイス対応の領収書を会社宛てに交付いたします。    登録番号 T5010405001851 
 一部免除受講者の受講が必要な講習科目は、第二日目の教育・指導、関係法令のみとなります。 
（修了試験は受けていただきます。） 

第二日目の関係法令終了後、修了試験を行います。 
欠席者の受講料は原則としてお返しいたしませんのでご了承ください。 
 

  

⑴  受講申込書 
① 当該箇所に、 してください。 
②  

⑵ 添付書類 
①  
② (氏名、生年月日及び住所を確認できる書面)のコピー 

は次のいずれかの 1 つ（当日原本を確認します） 
① 自動車運転免許証 ② 健康保険証 ③ 住民票 ④ 労働安全衛生法の各種免許証 
⑤ 建災防新潟県支部の各種技能講習修了証（安全衛生教育等は含まれません） 

 
⑶ 申込 

①  
②  
③ 






